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は じ め に

本論の目的は，ホブズボウムらのいう「創り

だされた伝統」（注１）（以下「伝統」）［Hobsbawm and 

Ranger 1983］が制度化されていく機序を，日

本占領期のジャワにおける隣組制度の導入に焦

点をあててあとづけることにある（注２）。

周知のように，ホブズボウムらは，近代史を

理解するためのひとつの視点として「伝統」を

提示した。ホブズボウムによれば，近代的概念

に埋め込まれた歴史的な連続性は，どんなもの

であれ，その概念自体，構築され，あるいは

「創りだされた」部分，すなわち「伝統」を含

んでいる［Hobsbawm 1983, 26］。このホブズボ

ウムの指摘は，「伝統」の考察が，近代「国

家」や国家的現象，または近代史における歴史

的連続性を分析するための前提としてきわめて

重要な課題となりうることを示唆している。 

それでは，そもそも「伝統」とはいかなる相

貌をもってわれわれの現前にあらわれるのであ

ろうか。ホブズボウムは，「伝統」を３つの重

複する類型から説明し，このうちのひとつを

「集団や共同体の社会的結合や帰属意識を確立，

または象徴するもの」［Hobsbawm 1983, 9］と定

義した。そして，ホブズボウムはこれを「共同

体主義的な伝統」とよび，「伝統」の基本的な

類型と位置づけたうえで，その性質の探求を課

題としてあげている［Hobsbawm 1983, 9］。これ

に対して，本論では，「共同体主義的な伝統」

が，「伝統」の基本的な類型となりえたのは，

「伝統」の書き手による「集団や共同体の社会

的結合や帰属意識を確立，または象徴するも

の」［Hobsbawm 1983, 9］の精妙な制度化と，「伝

統」の受け手の了解や受容を基礎とする「伝

統」の再生産によるものであると措定する。こ

の「伝統」の書き手による制度化と受け手によ

る再生産の相補性を，ここでは「伝統の制度化

の構造」とよんでおきたい。

本論では，上述のような「伝統の制度化の構

造」をかたちづくる制度化と再生産という２つ

の位相のうち，とくに「伝統」が書き手によっ

て精妙に制度化されていく過程に焦点をあてる。

そして，本論では，この「伝統の制度化」のひ

とつの事例として，インドネシアにおけるゴト

ン・ロヨンという「伝統」が，日本占領期のジ

ャワにおいて軍政当局によって隣組制度の導入

というかたちで制度化された過程を論じる。
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ここで，本論に関係する先行研究を一瞥して

おきたい。

周知のように，インドネシアにおいてゴト

ン・ロヨンは「インドネシア民族」の伝統とし

て頻繁に語られてきた。しかし，ゴトン・ロヨ

ンがいかなる意味をもっているのかについては

不問に付されてきた［Koentjaraningrat 1961，2 ; 

石川 1970，172］。いわば，ゴトン・ロヨンとい

う「伝統」はその意味を詳細に問われることな

く言説化されてきたのである（注３）。このような

背景からか，部分的な言及は枚挙にいとまがな

い一方で，ゴトン・ロヨンの概念化や言説化が

いかにしてなされてきたのかを正面から論じた

先行研究はそれほど多くはない。それらのなか

でも，ゴトン・ロヨンに関する先行研究として

は，ゴトン・ロヨンをインドネシア社会のひと

つの基層をなす社会慣習ととらえる論点［Grader 

1952, 3-4, 8; Mintz 1965; Karamoy, Dias and Hbsjah 

1983, 2］が多くみられる。

このほか，ゴトン・ロヨンに関する研究は，

国家に恣意的なかたちでとりこまれてきた経緯

の解明や，イデオロギー性の脱構築［Koentja-

raningrat 1961; Weatherbee 1966; Bowen 1986］

にも重点が置かれてきたともいえる。一方，桾

沢英雄はオランダ植民地末期からスハルト新秩

序体制にいたるゴトン・ロヨン言説の誕生と変

容の過程を広くあとづけている［桾沢 2004］。

しかし，いずれの研究でも，ゴトン・ロヨン

という「伝統」性の諸相を，日本占領期の隣組

制度の導入との関連で詳細に議論しているも

の（注４）は管見では皆無に近い。

一方，日本占領期のジャワにおける隣組制度

に関しては数多くの研究がある。これらの研究

の知見を概括すると以下の２つの論点に大きく

整理することができよう。まず第１に，隣組制

度が日本軍政への協力推進のために住民の動員

と統制の役割を草の根で担ったとするものであ

る［西嶋・岸 1959, 186-187; Anderson 1961, 45; 1972, 

29; Reid 1974, 16; Kanahele 1967, 221; Friend 1988, 

101; Frederick 1989, 114-115］。そして，第２には，

第１の論点にふれながらも，隣組制度の導入が

ジャワ社会の変容を促したとみるものである

［Benda 1958, 154-155; Anderson 1966, 42; Cribb 1991, 

40-41; 倉沢 1992, 242-253; Sato 1994, 72, 74-75; 小座野

1997a, 15-20; 1997b, 44-46; 2001, 74-77; Hering 2002, 

332-334］（注５）。

しかし，上述の先行研究では，どのような構

想のもとで軍政当局が隣組・字常会を導入した

のか，また，どのような過程を経て隣組・字常

会が導入されたのかという点について詳細な論

及はなされていない。たしかに，ゴトン・ロヨ

ンという「伝統」が日本占領期のジャワにおけ

る隣組制度をささえるイデオロギー的基盤とな

っていたことを指摘している研究はけっして少

なくない。

たとえば，スッターは「日本の隣組制度を模

して，ゴトン・ロヨンの精神を基礎とする隣組

制度がジャワで導入された」［Sutter 1959, 188］

と述べている。また，西嶋と岸も「ジャワ在来

の隣保相互扶助の精神（ゴトン・ロヨン）をとり

入れて制度化し，日本式に数戸を単位とする隣

組とその連合体の字常会の組織が設けられた」

［西嶋・岸 1959, 136］として，隣組制度がゴト

ン・ロヨンを制度化するかたちで導入されたこ

とを指摘している。そして，ダームもジャワに

おける隣組制度の導入がインドネシアにおける

相互扶助の伝統であるゴトン・ロヨン精神を実

現するもの」［Dahm 1969, 264-265］と位置づけ

，，
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ている。さらに，倉沢も軍政当局が定めた隣組

の活動のひとつである「住民間の互助共済」が

ジャワの伝統的なゴトン・ロヨンの精神に訴え

たもの［倉沢 1992，248］であると論じている。

くわえて，サトウは，軍政当局が旧慣制度調査

委員会からゴトン・ロヨンが相互扶助を表象す

る「伝統」であることを報告され，相互扶助の

重要性を強調する映画が宣伝部によって製作さ

れたことを指摘している［Sato 1994, 74］。

しかし，これらの研究でも，ゴトン・ロヨン

という「伝統」がどのように鼓吹され，制度化

され，最終的に隣組制度の導入に至ったのかに

ついては言及がない。

これに対して，桾沢は日本占領期にゴトン・

ロヨンが日本軍政当局にどのように認識されて

いたのかを全体的に論じている［桾沢 2004，

6-9］（注６）。桾沢によれば，日本占領期におけるゴ

トン・ロヨンは，ジャワの隣組制度をささえる

伝統的概念として軍政当局によって普及推進さ

れたものであった［桾沢 2004, 9］。しかし，桾

沢の問題関心は，オランダ植民地末期からスカ

ルノ時代にいたるゴトン・ロヨン概念の誕生と

変容を全体的に提示することにあるため，ゴト

ン・ロヨンがどのような過程を経て日本軍政に

よって「伝統」と位置づけられ，隣組制度の推

進に利用されたのかについてはやはり言及がな

い。

以上から明らかなように，いずれの研究でも，

ゴトン・ロヨンが日本占領期に軍政当局によっ

て隣組制度をささえるイデオロギーあるいは

「伝統」ととらえられていたことを指摘してい

るものの，ゴトン・ロヨンという「伝統」がど

のような文脈で制度化されていったのかという

論点は等閑視されてきたといえる。

後藤が指摘しているように，日本占領期のイ

ンドネシア研究は，ジャカルタを中心とするナ

ショナルレベルの政治指導者層の動向に焦点を

あてた政治史的考察が多く，日本軍政が地方レ

ベルの一般社会でいかに受容されたかという点

については若干の研究があるのみで，今後もっ

とも考察が深められるべき問題領域である［後

藤 1989, 55］。したがって，日本軍政の施策のな

かでジャワの村落社会にもっとも浸透した隣組

制度［小座野 1997a, 16］の導入過程を明らかにす

ることは，後藤が指摘しているような先行研究

の欠落を補完することになろう。 

本論では，以上の問題の所在をふまえ，冒頭

に述べたように，インドネシアにおける「伝統

の制度化」の機序を，日本占領期のジャワにお

ける隣組制度の導入に焦点をあててあとづけて

いく。

本論の構成を示す。

第 I 節では本論の仮説「伝統の制度化」の論

理的説明を行なう。第Ⅱ節では，隣組制度が導

入された背景を示す。第Ⅲ節では，第1回中央

参議院の答申で建議された「戦時態勢強化」の

ひとつの施策として隣保組織の設立が決定され

たことを示す。第Ⅳ節では，ゴトン・ロヨンと

いう「伝統」を制度化する営為，すなわち「ゴ

トン・ロヨンの制度化」によって，隣組制度が

ジャワ全土で一律に導入されたことをあとづけ

る。そして，ゴトン・ロヨンがどのように鼓吹

されたのかを紙芝居「隣組」の内容分析をとお

して論じる。結語では，本論の知見の簡単なま

とめと，課題を述べる。
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Ⅰ　仮説「伝統の制度化」

１．「伝統」の権力性と了解性

アンソニー・ギデンズがホブズボウムらの議

論を展開しながら述べているように，「伝統」

は必然的に国家権力と結びつき，為政者の都合

のいいように捏造され続けてきた［Giddens 

1999，85-86］。そして，「伝統」は国家権力の統

治を正当化するための「さまざまな価値や生活

様式の対立に決着をつける手段」［Giddens 1994，

195］となる。後述するように，日本占領期に

おいて，ゴトン・ロヨンは民心把握を基礎とす

る軍政の施策のひとつであった隣組制度の導入

を正当化するために，軍政当局によってジャワ

あるいはインドネシアの「伝統」としてさかん

に鼓吹された。

また，後にスカルノによって鼓吹されたゴト

ン・ロヨンという「伝統」も，スカルノの「指

導される民主主義」体制の正当化のために，ま

さに「対立に決着をつける手段」［Giddens 1994，

195］，または「政治スローガン」［桾沢 2004，

147］として頻繁に用いられた。この意味で，

「伝統」とは権力性をまとっているといえよう。

しかし，ここで問題となるのは，受け手とし

ての国民はなぜ権力の恣意性に装飾された「伝

統」という創作劇を受容し，再生産していくこ

とができたのかということである。書き手の国

家や権力によっていかに巧妙に「伝統」が創作

され，また，すでに捏造された「伝統」のあら

すじにどのような恣意的な加除や訂正が施され

るとしても，受け手がこれを受容し，語り継ぐ

という再生産の営為がなければ，そもそも「伝

統」は成り立たない。鹿島徹がいうように，伝

統とはその可能性の受容・選択という作用が，

諸個人によってなされることで成立＝存立する

［鹿島 2003，18］ものなのである（注７）。したがっ

て，受け手の受容と選択という作用が介在する

ことを前提とするならば，「伝統」は権力性だ

けでは存立しえないことになる。

以上の考察を整理してみると，「伝統」の鼓

吹や流布は，必然的に次の条件を満たさなけれ

ばならないことがわかる。それは，「伝統」が

表象する世界と受け手の国民との了解性である。

たとえ「伝統」が恒常的に権力の恣意によって

創作され，権力性をまとうとしても，「伝統」

が表象する主題やあらすじは，権力という書き

手の完全に自由な裁量に委ねられているわけで

はない。なぜなら，権力は「伝統」の創作にあ

たっては，「伝統」の主題やストーリーがよく

できているとする受け手の国民との了解性をあ

らかじめ想定せざるをえないからである。なに

よりも，「伝統」の書き手である国家や権力は，

受け手が「伝統」を確実に再生産することで

「伝統」の命脈が保たれるということを知悉し

ている。つまり「伝統」は書き手に対する受け

手の従属関係によってささえられながらも，書

き手が志向する権力性と受け手が受容する了解

性の相補的なせめぎあいの構造によって存立し

ているといえる。 

２．「伝統」とコミュニティの親和性

「伝統」が権力性と了解性のせめぎあいによ

って存立しているとすれば，「伝統」は受け手

の了解性を完全に排除するような主題やストー

リーから構成されるとは考えにくい。

ホブズボウムによれば，「伝統」とは過去を

参照しながら特徴づけられる形式化と儀礼化の

過程である［Hobsbawm 1983，4］。ゆえに，「伝
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統」は過去の歴史的な実在と断絶しているので

はなく，むしろ，親和性をもつとさえいえる。

したがって，「伝統」の主題やストーリーとは，

書き手の権力性を伏在させながらも，受け手の

誰人もが首肯するような了解性が確保された主

題やストーリーとなるはずである。ありていに

いえば，「伝統」の主題やストーリーとは受け

手にとってよくで
●

き
●

た
●

ものとなる。

では，了解性を確保するよくで
●

き
●

た
●

「伝統」

の主題やストーリーとはどのようなものか。少

なくとも，そのひとつとは，ふたたびギデンズ

のことばを借りれば「真理の定式化した観念」

［Giddens 1994，119］，または「真理の響き」

［Giddens 1999，88］のたぐいであるだろう。た

しかにギデンズのいう「真理の定式化した観

念」や「真理の響き」は，およそ一切の立場や

党派性を超えて，普遍性や全体性を希求する力

を生みだす［小林 2005a，45］。この意味で「伝

統」とはすぐれて道徳的なものであるといえる。

そして「伝統」の主題やストーリーのなかでは，

ときとして受け手である国民も，普遍性や全体

性を志向し，道徳を体現する主体者として描か

れる。それゆえ「真理の定式化した観念」や

「真理の響き」をたたえた主題やストーリーは

国民の了解性を担保すると想定される。

それでは，すぐれて道徳的な側面を有する

「伝統」とは，具体的にはどのような主題やス

トーリーを構成するのだろうか。

デュルケームがいうように，道徳とは，結合

された複数の個人が形成する集団のみが対象と

なるときに存在するがゆえに，道徳は集団に対

する何らかの愛着が始まるところに始まる

［Durkheim 1924，56］。したがって，すぐれて道

徳的な「伝統」の主題やストーリーは，個人が

集団に対する愛着を抱かせることのできる世界，

つまり，ホブズボウムのいう「共同体主義的な

伝統」［Hobsbawm 1983, 9］を表象するものにな

るはずである。

以上から，デュルケームとホブズボウムにし

たがえば，「伝統」が構成する主題やストーリ

ーの多くは，個人が集団や共同体に対して愛着

を抱き，集団や共同体の社会的結合や帰属意識

が確立され，象徴されるような世界と親和性を

もちえることになる。つまり，「伝統」とは，

コミュニティ内における個人と個人の結合や個

人の帰属という世界と親和的な関係にあるとい

える。

３．インドネシアにおける「伝統」──ゴト

　ン・ロヨン──

では，インドネシアで，コミュニティ内にお

ける個人と個人の結合や個人の帰属という世界

と親和的な関係にある「伝統」と位置づけられ

るものは何であろうか。本論では，インドネシ

アの「伝統」として，スタルジョ・カルトハデ

ィクスモが「インドネシア伝統文化の共通基

礎」［Kartohadhikoesmo 1953］と，また，鈴木

恒之が「慣習法のエートス」［鈴木 1977，60］と

よぶゴトン・ロヨンに焦点をあてる。

石川が指摘しているように，ゴトン・ロヨン

ということばは，インドネシアの新聞や雑誌な

どでも頻繁に用いられてきたが，明確にその意

味を規定されてはこなかった。そして，一般の

人びとがゴトン・ロヨンということばに漠然と

抱いている意味は，地域社会の成員のあいだの

協同であった［石川 1970，172］。したがって，

一般的に人びとがゴトン・ロヨンに与えている

意味は，地域社会における広義の協同や互酬の

社会関係であった考えられる。つまり，ゴト
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ン・ロヨンという「伝統」は，インドネシアに

おいては地域社会における助け合いというごく

日常的な社会的行為のひとつとして位置づけら

れてきたのである。

この意味で，インドネシアのゴトン・ロヨン

という「伝統」は，ホブズボウムのいう「共同

体主義的伝統」と通底していることがわかる。

では，なぜ，ゴトン・ロヨンは「伝統」として

言説化されるにいたったのであろうか。

ベンダは，インドネシア現代史の分析視点と

して持続要因と変化要因を示した［Benda 1965，

1058］。そして，ベンダは，インドネシアにお

ける持続要因を「土着的・インドネシア的なも

の」とよび，これを組織化することによって，

大衆に基盤をもつ運動を指導し，民族の統合を

やりとげることが可能であると述べている

［Benda 1966，45-55］。

インドネシアの独立運動を指導したスカルノ

は，1961年の非同盟諸国会議の演説のなかで

「いかなる民族的イデオロギーの基礎的要素も，

その民族自体の民族的遺産，過去からの遺産，

その人民を団結させその生活のパターンを形成

する伝統でなければならないということをわれ

われは学んだ」［Soekarno 1961，253］と語って

いる。このスカルノの言説は，上述のベンダの

指摘に大きな説得力をもたせている。なぜなら，

民族の独立と統合を歴史的に達成したスカルノ

が，インドネシアの民族的遺産や伝統，つまり

インドネシアの歴史の持続要因に注目し，それ

を民族的イデオロギーにまで昇華させることに

よってインドネシアの独立を達成したと認識し

ているからである。

また，スカルノはインドネシアの民族的遺産

として「人民主義」（kerakyatan），「ゴトン・ロ

ヨン」（gotong royong），「協議」（ムシャワラー

＝ musyawarah），「全会一致」（ムファカット＝

mufakat）をあげている。スカルノによれば，

これらの民族的遺産が意味しているものとは，

それぞれ順に，「根源としての人民」，「共通の

目的への集団的努力」，「討論と評議」，「意見の

一致」であった［Soekarno 1961，253］。

しかし，このうちスカルノが「共通の目的へ

の集団的努力」と定位するインドネシアのゴト

ン・ロヨンは，クンチャラニングラット［Koent-

jaraningrat 1961］，ボーウェン［Bowen 1986］，そ

して，ウェザービー［Weatherbee 1966］らの

研究によってすでにその「伝統」性が脱構築さ

れたといえる。

ゴトン・ロヨンの「伝統」性を，はじめて実

証的に明らかにしたのがクンチャラニングラッ

トだった。クンチャラニングラットは，中部ジ

ャワの２カ所の農村で行った1958年の調査で，

ゴトン・ロヨンとよばれる社会的行為の事例を

111例収集し，これを7つに類型化した。クンチ

ャラニングラットの整理に従えば，ゴトン・ロ

ヨンという社会的行為は以下⑴から⑺のような

類型からなる。

⑴　村内で死者や不幸があったときに行われ

るもの。

⑵　灌漑路やイスラム寺院の建設など，村に

とって公的な仕事を行うときに行うもの。

⑶　婚礼や割礼など村民の祝宴のときに行わ

れるもの。

⑷　先祖の墓地管理のときに行われるもの。

⑸　井戸掘りなど，ある村民がその仕事に必

要な労働力を求めるときに行われるもの。

⑹　農作業，とくに農繁期に行われるもの。
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⑺　村長や村吏の発意により，村の利益に適

う排水溝などの修理や労働提供の際に行わ

れるもの［Koentjaraningrat 1961, 29］。

クンチャラニングラットは，上記のように７

つに類型化される社会的行為は，およそ世界各

地の農村社会で普遍的に存在する互酬関係や集

約的労働であり，ジャワやインドネシアに特化

したものではないと結論づけている［Koentja-

raningrat 1961, 43］。また，19世紀に入り，貨幣

経済が浸透するようになると，ジャワでは上記

のような行為はすでに金銭の授受によって賄わ

れる例が散見されるようになり，農民たちにと

っても互酬的な労働奉仕は生活上ではすでに実

際的ではなくなってきたという。たとえば，日

本占領期にジャワ軍政監部総務部調査室が実施

した東部ジャワのマランにおける農村実態調査

でも，女性が戸主の場合は現金を支払うことで

ゴトン・ロヨンの一形態とみられる夜警が免除

されていることが報告されている［寺内 1995，

49］。 つまり，ゴトン・ロヨンとは人びとの完

全な発意による助け合いの意志というよりは，

むしろ，あらかじめ地域社会のなかで制度化さ

れた互酬の社会的行為であるとみることができ

る（注８）。

また，クンチャラニングラットは，ゴトン・

ロヨンというジャワ語の語源もジャワの古代記

や年代記をはじめとするジャワの古代文学など

の文献中に発見できないばかりか，日常語とし

ても使用されていない農村地域が存在すること

を指摘した。そして，ゴトン・ロヨンというこ

とばが文献上にはじめて登場するのは1920年代

のことであり，その執筆者もジャワ人ではなく，

とくに東ジャワの農村社会を研究していたオラ

ンダ人の慣習法学者や農学者たちであったとし

ている［Koentjaraningrat 1974，56-57］。

また，桾沢もゴトン・ロヨンが語彙として各

種の辞典にはじめて収録されたのは1900年代初

期から1930年代までであると推定し，ゴトン・

ロヨンを「相互扶助」とする定義は辞典のなか

では明確ではなかったと述べている［桾沢 2004，

6］（注９）。さらに，日本占領期にインドネシア語

の普及を目的として設立されたインドネシア語

委員会（Komisi Bahasa Indonesia）は，1944年

２月に同委員会で承認したインドネシア語の新

語リストを発表しているが，このリストのなか

にゴトン・ロヨンが掲載されている［Kan Po 

No. 37, 31］。つまり，ゴトン・ロヨンは1900年

代以降に形成された比較的新しい語彙だったこ

とがうかがえる。

一方，ボーウェンは，ゴトン・ロヨンが国家

のイデオロギーとなる過程に着目し，インドネ

シアの政治や文化システムを表象するにいたっ

た過程を次の３つの次元から説明した。

ボーウェンによれば「ゴトン・ロヨンは，地

方の文化的現実の誤解にもとづいている。そし

て，それらの誤解から，ゴトン・ロヨンは国家

的伝統として構築される。その結果，ゴトン・

ロヨンは，地方の領域への介入と地方の労働力

の動員の戦略の一部として国家の文化表象に包

摂された」［Bowen 1986，545］。

したがって，上述の先行研究の知見にしたが

えば，ゴトン・ロヨンとは連綿と続く歴史を持

つ真正の伝統ではなく，明らかにあとから構築

された「伝統」であった。また，クンチャラニ

ングラットの111の事例をもとにした７つの類

型化や，桾沢がこころみた各種辞典の語義比較

からすると，ゴトン・ロヨンとはけっして一義
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的ではなく多義的な文脈で用いられていたこと

ばであった。

後述するように，ゴトン・ロヨンは日本占領

期のジャワにおいては，戦時下の社会統合に適

合的な「相互扶助」という価値了解的な社会関

係の表象として一義的に意味づけられていった。

また，スカルノがゴトン・ロヨンに与えた意味

も，「パンチャシラの誕生」で示した「独立イ

ンドネシアの国家原理と民族エトス」［土屋 

1971，579］を縮約したものから，指導される

民主主義体制を正当化するイデオロギーへと変

容していった［Weatherbee 1966］。つまり，本

来，ゴトン・ロヨンがもっていた多義的な文脈

の回路は，ひとつの政治体制や国家体制を正当

化するイデオロギーとして収斂していった経緯

が看取できる。

オコンナーが指摘しているように，多くの場

合，新しい国家的象徴は国家の統一をはかる方

法としての共同体という特有の表現に基礎を置

いている［O'Connor 1983，86］（注10）。ゴトン・ロ

ヨンという「共同体主義的な伝統」が，新しい

国家的象徴を必要とするインドネシア現代史の

画期において，国家や権力によってみずからの

権力の正当性を潤色することばとしてさかんに

鼓吹されてきたのは，このためであると考えら

れる。

しかし，ゴトン・ロヨンという「伝統」は，

日本占領期においても，また，スカルノ時代に

おいても，書き手の権力性を伏在させながらも

あくまでも地域社会における人びとの助け合い

という互酬の社会関係を表象し続けてきた。

以上から，既述の「伝統」の存立構造と同じ

ように，インドネシアにおける「伝統」である

ゴトン・ロヨンも，権力性と了解性がせめぎあ

いながら存立してきたことが確認できよう。

４．仮説「伝統の制度化」

これまでの「伝統」をめぐる考察から，本論

の仮説「伝統の制度化」を示してみよう。既述

のように，「伝統」は権力性と了解性のせめぎ

あいの構造によって存立している。そのため，

「伝統」が物語る主題やストーリーは，「伝統」

の書き手である国家や権力が意図する権力性を

伏在させながらも，受け手の国民の了解性を確

保したものとなる。また，「伝統」の語りはコ

ミュニティにおける個人と個人の結合や個人の

帰属という価値了解的な世界ととくに親和的な

関係にある。インドネシアにおける「伝統」で

あるゴトン・ロヨンも，まさにコミュニティに

おける個人の結合や個人の帰属という価値了解

的な世界を描いてきた。

したがって，「伝統」は，国家や権力の意図

する権力性と国民の了解性を同時に充足し，か

つ，コミュニティにおける個人間の結合や個人

の帰属という価値了解的な主題やストーリーを

表象することによって不断に再生産されると考

えられる。

本論では，このような主題やストーリーによ

って潤色された「伝統」の再生産の機制が国家

や権力によって制度化されることを「伝統の制

度化」という仮説として提示する。そして，本

論では，「伝統の制度化」のインドネシアの事

例として，ゴトン・ロヨンという「伝統」が日

本占領期のジャワで隣組制度の導入によって制

度化された歴史的営為に焦点をあて，これを

「ゴトン・ロヨンの制度化」とよぶことにする。

それでは，上述の日本占領期のジャワにおけ

る「ゴトン・ロヨンの制度化」を，以下第Ⅱ節

～第Ⅳ節で論じていくことにしよう。
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Ⅱ　隣組制度の導入背景

１．ジャワ軍政の開始

1941年12月の太平洋戦争開始とともに，日本

は東南アジアにも次々と侵攻した。太平洋戦争

における日本の東南アジア諸地域の占領と地域

支配および住民に対する各般の行政は南方軍政

とよばれていた［岩武 1989，3］。この南方軍政

の施策の重点は，戦争目的達成に資する治安回

復，国防資源の調達，作戦軍の自活確保におか

れた［防衛庁防衛研究所戦史部 1985, 17］。

インドネシアのジャワ島には，1942年３月１

日に上陸作戦が行われた。日本軍は，上陸作戦

４日後の３月５日にはオランダ統治時代にバタ

ヴィアと呼ばれたジャカルタに上陸し，３月７

日には布告第１号「軍政施行ニ関スル件」を発

令した。同布告によって，日本軍の司令官がジ

ャワにおいて総督として権限を行使することが

宣言された。そして，同布告の２日後の３月９

日にオランダは無条件降伏し，ジャワにおける

日本軍政が開始されることになった。また，ジ

ャワを統括する陸軍第16軍11の初代司令官には

今村均が就任した。

布告第１号「軍政施行ニ関スル件」第３条で

は「占領地ニ於ケル在来ノ行政諸機関，其職域

権限及諸法令ノ規定ハ軍政施行ノ為特ニ障害タ

ラサル限リ差当リ引続キ有効トス」［治官報第

１号 , １］と規定し，オランダ領東インド時代

の行政制度を一時的に踏襲した。当時，軍政監

部に勤務していた三好俊吉郎（注12）は「ジャワの

完全占領には，少なくとも３カ月は要するもの

と予想されていたのが，わずか９日という短日

間に完了したので，軍政要員の後続部隊が到着

せず人員不足のため，軍政の実施は手の施しよ

うもない状態であった」［三好 1965，68］と回想

している。したがって，軍政当局がオランダ時

代の行政制度を一時的に踏襲した理由としては，

占領作戦が予想外に早く終了し，軍政施行のた

めの人員や準備期間が絶対的に不足していたこ

とが指摘できる。その結果，ジャワにおける行

政機関の本格的な再編は，後述するように軍政

開始から５カ月後の1942年８月に実施されるこ

とになったのである。

２．軍政の本格的再編と末端行政機構の補完

軍政の本格的再編を前にした1942年４月には，

陸軍大臣の指定によって日本から元内務大臣・

児玉秀雄，元ブラ1ジル駐在大使・林久治郎，

そして元拓務次官・北島謙次郎らが政治顧問と

してジャワに着任し，軍政に関する助言をおこ

なった［今村 1971，381］。

そして，1942年８月に布告第27号「地方行政

制度ノ改正ニ関する件」，布告第28号「州規

約」「特別州規約」によって軍政機構の本格的

な再編が行なわれた［『治官報』１号 , 10-12］。

これらの規約によって，ジャワの地方行政はオ

ランダ時代の制度から州（Syuu）・県（Ken）・

市（Si）・市区（Siku）・郡（Gun）・村（Son）・区

（Ku）という日本名の行政組織に改称された。各

行政組織は，それぞれ州長官・県長・市長・市

区長・郡長・村長・区長がこれを統括し，行政

組織と組織長の名称も日本語の呼称がそのまま

使われた。また，軍政監部が置かれたジャカル

タを特別市（Tokubetu Si）（注13），オランダ時代

の王侯領であったジョグジャカルタとスラカル

タ（ソロ）を侯地（Kotji）とし，州と同格とした

［ジャワ新聞社 1944，53-56］。

本格的な再編後のジャワ軍政の行政機構の特
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徴は，基本的には州長官（注14）とジャカルタ特別

市長（注15）には日本人が就任したが，そのほかの

県・郡・村の行政レベルでは原則として日本人

は配置されず，オランダ統治時代の既存の組織

をそのまま再編・改称して，官吏もすべてイン

ドネシア人が充当されたことであった［倉沢

1992，83-84］。

上述のような行政機構によってジャワでは政

策業務が行われた。しかし，その業務は急激に

増加したため，既存の行政機構だけでは処理す

ることが困難となっていった［小座野 2001，

77］。つまり，末端の行政機構であった村と区・

市区では，業務の円滑化と負荷の軽減をはかる

必要に迫られていたのである。隣組制度は，こ

のような状況のなかで，肥大化する末端行政機

構の業務を補完するための現実的な政策として

導入されたと判断できる。

３．食糧増産運動のための組織的展開

日本は占領以前からインドネシアを「国際的

にも極めて重要な農業物産の供給源」［満鉄東亜

経済調査局 1937，145］と認識していた。そして，

インドネシアのなかでも，ジャワは南方全域の

兵站基地としてだけでなく，東部方面に展開す

る多数の陸軍部隊への補給源としてとくに重要

視されていた［岩武 1981，193］。

しかし，占領から１年が経過した1943年当時

のジャワでは，籾の集荷実績が当初の割当量の

５割程度にとどまったため，食糧事情の悪化が

予期されていた［ジャワ軍政監部 1944，22］。こ

のことを傍証するように，1943年４月26日，同

５月５日，同５月15日に開催された軍政監の諮

問機関である旧慣制度調査委員会では，スカル

ノやハッタをはじめとする複数のインドネシア

人委員が悪化するジャワの食糧事情について発

言している［戸田 1995b, 第13～15回］。また，日

本占領期に中部ジャワのバニュマス州のバニュ

マス県で県長を務めていたガンダスブラタは，

日本占領期のあいだでもっとも食料不足が深刻

な時には，1933～36年の飢餓を上回り，当地の

人口74万人のうち３万2000人（注16）が飢餓状態に

あったと回想している［Gandasubrata 1953, 11］。

これに対して軍政当局は，1943年11月に「緊

急食糧対策要綱」（以下「要綱」）と「緊急食糧

対策実施要領」（以下「要領」）を決定し，籾を

はじめとする農産物の出荷増産や消費規正に乗

り出した［ジャワ軍政監部 1944，22］。そして，

「要綱」と「要領」では，いずれも農村におけ

る食糧増産運動や消費規正を実施するために，

草の根での組織的な啓蒙運動の必要性が強調さ

れた。たとえば，「要綱」には，食糧増産を遂

行する措置のひとつとして以下のような文言が

うたわれている。

農民の増産意欲を興新し協力精神を一段と

昂揚せしむることが増産目的達成の根底たる

ことに鑑み，組織的に啓蒙宣伝を展開するこ

と［ジャワ軍政監部 1944，23］。

また，「要領」では，食糧の配給に関する方

策のひとつとして，以下のような文言がうたわ

れている。

節米及代用食の奨励並に婚儀，葬祭，誕生

祝等に於けるスラマタンの自粛他食生活に於

ける戦時体制を強化する啓蒙宣伝を実施し民

衆をして食糧の消費節約に協力せしむること

［ジャワ軍政監部 1944，26］。
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これらの文言から，食糧事情の悪化に直面し

た軍政当局は，農村における食糧増産運動や消

費規正の遂行にあたり草の根における組織的な

宣伝啓蒙運動を展開する必要があったと推論す

ることができる。このため，組織的な啓蒙宣伝

にあたり，軍政当局の指示や指令を末端の地域

社会にまで完全に浸透させることができる隣組

制度のような草の根の機関の存在が不可欠であ

ったと考えられる。

日本占領期とは1942年３月から1945年８月ま

での３年５カ月の期間をさすが，隣組制度のジ

ャワ全土への導入は，後述するように軍政開始

直後からではなく1944年の１月に実施されてい

る。1944年という時期は，日本の敗戦がほぼ決

定的な様相を呈し，南方占領地における治安を

維持し，兵站基地としての地位を確保するため

に，さまざまな政策（注17）が実施されていた時期

であった［西嶋・岸 1959，186］。したがって，

隣組制度がジャワに導入された時期とは，軍政

当局が総力戦を志向してジャワの民衆に徹底し

た戦争協力を求める時期と軌を一にしていたと

いえる。

以上から，隣組制度は，本格的な行政機構の

再編後に急激に肥大化する末端政機構の整備に

くわえて，悪化する戦局を背景とした総力戦下

の社会状況や，逼迫する食糧事情のなかで末端

の地域社会の統制と動員の達成のために，「日

本の支配強化のための制度的基礎」［倉沢 1992，

242］として導入されたものと判断できるので

ある。

Ⅲ　隣組制度の導入過程

１．隣組制度の段階的導入

隣組制度は1944年１月にジャワ全土で一律に

導入されている。しかし，この正式導入以前に，

ジャワ各地では段階的に隣組制度が導入されて

いた経緯がうかがえる。

たとえば，西部ジャワ最大の都市バンドゥ

ン（注18）では，ジャワのなかではもっとも早い

1943年３月９日に隣組の結成が行われていた

［Asia Raya 1944/3/9］（注19）。規模としては，25戸

を１隣組とするもので，結成後１年を経た1944

年３月には全市で1379の隣組と33の欧亜混血人

（Belanda Indo）の隣組が整備されるにいたった。

さらには隣組の上部組織として324の分会と４

の欧亜混血人の分会が設けられ，これらが当該

地域の隣組を統括した。

この隣組の結成にあたり，軍政当局が意図し

ていたのがゴトン・ロヨンの浸透であった。

『アシア・ラヤ』紙は，バンドゥンにおける隣

組制度結成1周年を記念して論説記事を掲載し

ているが，そのなかには以下のような記述がみ

られる。

隣組が結成されてから，近隣社会では単に政

府の命令を受けるだけでなく，ひとつの目的達

成のために住民たちのあいだで，ゴトン・ロヨ

ンと協同の態度が自然とめばえるようになっ

た。このように，ゴトン・ロヨンの精神がバン

ドゥンのような大都市でも復興したのである。

こんにちでは，ゴトン・ロヨンの精神はバンド

ゥン市のデサからカンプンまで浸透している。

ようやくゴトン・ロヨンの態度がみられるよう
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になったのである（下線は筆者）［Asia Raya 

1944/3/9］。

『アシア・ラヤ』紙は，日本軍政当局の厳し

い言論統制のもとで発行されていた新聞であり，

この論説の内容についてはもとよりプロパガン

ダ性を排除できない。しかし，少なくとも上述

の記述からは，バンドゥンにおける隣組制度の

結成以降，日本軍政が地域住民にゴトン・ロヨ

ンを喚起し，これを鼓吹していたことが推察で

きると思われる（注20）。

また，東部ジャワ最大の都市スラバヤでは，

防空強化の必要性から，1943年８月末から20世

帯をひとつの防火隣組とし，５つの防火隣組で

ひとつの防火群とする編成が組まれ，全スラバ

ヤ市で６万余の世帯が，3072隣組・612群で市民

防火にあたっていた［ジャワ新聞社 1944，212］。

日本軍政当局は，スラバヤにおける防火隣組

の導入に際して，「隣保相扶の精神を基調とし

た隣保組織は古来各地で或いは・ロヨンの名に

おいて存在してゐた」［ジャワ新聞社 1944，212］

と説明し，隣組制度がジャワにおける自然発生

的な制度であることを強調している。つまり，

ここでは日本軍政による隣組制度の導入が，け

っして強制ではなく，ジャワの社会慣習に合致

していることが主張されているのである。

さらに，ペカロンガン州では1943年12月１日

に「ペカロンガン州告示第15号・区常会，隣

組及隣組常会組織整備要領」（以下，「隣組整備

要領」）が公示され［『治官報』第14号，26; Sinar 

Baru  1944/1/21］，正式に隣組制度が導入されて

いる（注21）。この「隣組整備要領」には，５項目

からなる目的のひとつとして「固有ノ隣保共助

ノ美風ヲ発揚シ住民ノ道徳的錬成ト精神的団結

ヲ図ルノ基礎組織タラシムコト」［『治官報』第

14号，26］という文言がみられる。

後述するように，ジャワに一律に隣組制度を

導入した「隣保組織整備要領」には相互扶助を

表象するゴトン・ロヨンというジャワの「伝

統」を制度化する意図が強くみられる。しかし，

この「ゴトン・ロヨンの制度化」の意図は，ペ

カロンガン州の「隣組整備要領」のなかに「固

有ノ隣保共助ノ美風ヲ発揚シ」という表現とな

ってすでに胚胎していたことが確認できる（注22）。

以上みてきたように，ゴトン・ロヨンを表象

する「隣保相扶」や「隣保共助」が，ジャワに

おける「伝統」として定位されながら，隣組制

度がいくつかの地域で段階的に導入されていた

ことが明らかとなった。ジャワでは隣組制度の

全土導入に向けて着々とその準備（注23）がなされ

ていた［倉沢 1992，243］といえよう。 

２．第１回中央参議院の答申

軍政監部は，1943年９月５日の治政令第36号

「中央参議院令」によってインドネシア人の政

治参与を認めるために中央参議院24を開設する

ことを発表した［『治官報』第10号，8-9］。この

中央参議院の開設にともなって，既存の軍政諮

問機関である旧慣制度調査委員会は廃止される

ことになった。

中央参議院の開設は，1943年６月16日に開催

された第82回臨時帝国議会で，東條首相がイン

ドネシア地域のインドネシア人の政治参与を約

束した声明の具現策であった。しかし，中央参

議院の開設は，あくまでも南方防衛の要衝であ

るジャワの住民協力を著しく盛り上げるために

有効な代償として付与されたものであった［西

嶋・岸 1959, 353］。 

したがって，中央参議院の位置づけは「最高
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指揮官ニ直隷シ，政務ニ関シ最高指揮官ノ諮問

ニ答申シ最高指揮官ニ対シテ建議ス」［『治官

報』第10号，8］とされ，あくまでも軍政の最高

諮問機関という性格をもっていた。また，中央

参議院は議員と中央参議院事務局［以下，事務

局］から構成されたが，実質的には日本人官吏

で固められた後者に大きな権限があった［西

嶋・岸 1959, 357］。

事務局の運営規定を定めた治監令第６号「中

央参議院事務局規定」によれば，その設置の目

的は「中央参議院ノ會議ノ準備，議事ノ整備，

議事録ノ作成，最高指揮官ニ対スル答申及建議

ノ進達其ノ他参議院ニ関スル事項ヲ掌理」［『治

官報』第10号，10］することにあった。つまり，

事務局は中央参議院で討議される議事やその進

行を完全に掌握できるようになっていたのであ

る。つまり，中央参議院は自由な議題を討論す

る議場ではなく，最高指揮官である16軍司令官

があらかじめ準備した諮問に対する答申の作成

や建議の提出を目的として議論がなされたので

ある。さらに，諮問の内容も軍政浸透徹底，民

度向上，教育及び教化，産業経済，厚生経済，

衛生の６項目に限定された［西嶋・岸 1959, 

356］。つまり，中央参議院とは，タン・マラカ

がいみじくも指摘しているように，日本軍政に

よって任命された議員たちが「日本軍から彼ら

に出された諮問に応答することを『許され』，

人民の目を欺くために，建議することが『許さ

れた』」［Malaka 2000, 289-290］議場に過ぎなか

った。

第１回中央参議院は，まず，1943年10月15日

に議員申告式［『ジャワ新聞』1943/10/16］が，

同16日に開院式［『ジャワ新聞』1943/10/17］が

行なわれた。そして，同18日から最高指揮官の

諮問第１号「現地住民の大東亜戦争協力実践に

関する方策如何」をめぐって，第１分科会（防

衛援護），第２分科会（労務），第３分科会（戦

時生活強化），第４分科会（増産）による討議が

開始された［『ジャワ新聞』1943/11/19］。

第１回中央参議院の各分科会では，上述の諮

問に対して，それぞれ「防衛援護強化組織設

立」，「労働力供出機関設立」，「戦時態勢強化」，

「戦時下生産増強に関する諸方策」という4項目

が答申された［Kan Po No.30, 7-10；ジャワ新聞

社 1944, 31］。このうち，第３分科会の答申「戦

時態勢強化」のひとつの施策として建議された

のが隣保組織の設立であった［Kan Po No. 30, 

9；Sutter 1959，187-188］。

隣保組織の設立をうたった答申の内容は以下

のようなものであった。

相互扶助精神の興隆強化を計り，以て自己

一身の利益を追求するが如き精神，並びに自

己中心の生活態度を一掃すべく，早急且つ迅

速に部落共済会の如き團体（注25）の新設増強を

なすこと［ジャワ新聞社 1944, 32］。

軍政当局は，悪化する戦況のなかで，民心把

握を根本とした軍政の浸透を進める必要に迫ら

れていた。そのため，軍政当局の施策を末端の

地域社会まで浸透させるために導入されたのが

隣保制度であった。この隣保組織の導入にあた

っては，上述の中央参議院の答申にみられるよ

うに，のちにゴトン・ロヨンということばによ

って代替されていく「相互扶助精神」（注26）を基

盤としていることが高くかかげられた。その一

方で，個人主義や自由主義は相互扶助精神と対

置する「自己一身の利益を追求するが如き精
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神」や「自己中心の生活態度」と位置づけられ，

相互扶助精神を否定する思想や態度として排撃

されることになる。

 Ⅳ　隣組制度と「ゴトン・ロヨンの制

        度化」

１．隣保組織整備要綱

第１回中央参議院の答申からおよそ２カ月半

後の1944年１月１日に，ジャワ軍政監は「治政

秘第1515号・隣保組織整備ニ関スル件達［関係

一般］」によってジャワ全土に隣組制度の導入

を発令した。また，同時に隣組制度の具体的な

規定が示された「隣保組織整備要綱」も発表さ

れた［『治官報』第14号， 31］。

「隣保組織整備要綱」は，「目的」「組織」「事

業」「経費」「類似組織トノ関係」「監督関係及

上級団体トノ関係」「実施範囲」「細部事項」

「侯地ニ於ケル取扱」の全９条27から構成され

ている。ここで注目されるのは隣組組織の導入

目的を規定した「目的」第３項が，以下の内容

となっていることである。

ジャワ古来ノ隣保相扶の精神（ゴ
マ

ット
マ

ン・

ロヨン）ニ基キ住民ノ互助共済其ノ他ノ地方

共同任務ノ遂行ヲ期スルコト［『治官報』第14

号，31］。

ここでは，「隣保相扶の精神」がゴトン・ロ

ヨンと定義され，これが「ジャワ古来の」もの，

すなわち，伝統であることが示されている。そ

して，この隣保相扶の精神がゴトン・ロヨンの

同義として定位され，これを精神的基盤として

隣保組織を導入することが宣言されている。ま

た，ここで示されている「隣保相扶の精神」は，

既述のスラバヤにおける防火隣組の導入に際し

ての説明でも用いられたことばであるだけでな

く，ペカロンガン州の「隣組整備要領」にあっ

た「固有ノ隣保共助ノ美風」や，中央参議院の

第Ⅲ部会の答申にあった「相互扶助精神」と通

底することばでもあった。つまり，いずれも，

「共同体主義的な伝統」を表象することばを精

神的基盤として隣保組織が導入されていること

がわかる。

また，「隣保組織整備要綱」で「隣保相扶の

精神」がゴトン・ロヨンと定義されてからは，

これまで用いられていた「相互扶助」や「隣保

相扶」などの純粋な日本語に代わって，次第に

“gotong rojong”を日本語読みした「ゴトン・

ロヨン」または「ゴットン・ロヨン」が多く登

場するようになる。

たとえば，「治政秘第1515号」と「隣保組織

整備要綱」が発令された７日後の１月８日には，

隣組制度設立の趣旨説明に相当する「隣保組織

整備の件に関する軍政監部公告」（注28）（以下，「軍

政監部公告」）［Kan Po No. 34, 19］にその一例を

みることができる。この「軍政監部公告」では，

隣組制度の導入が「古くからジャワ住民のなか

で息づいてきたゴトン・ロヨンの精神」［Kan 

Po No. 34, 19］に基礎を置いて実施される旨が

明記されている。また，日本語紙のジャワ新聞

は，隣組制度の導入を伝える記事のなかでイン

ドネシアにおける原始的な相互扶助として「ゴ

ットン・ロヨン」を紹介している［『ジャワ新

聞』 1944/1/12］。

その後，同年１月11日に開催された全ジャワ

州長官会議の席上で，隣組制度の導入が正式に

発表され［倉沢 1992, 243］，「隣保組織整備要綱」
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がインドネシア語に翻訳されて公示されること

になる［Kan Po No. 35, 13-14］（注29）。

「隣保組織整備要綱」がインドネシア語に翻

訳されて発表されると，上述の『ジャワ新聞』

のほかにも，当時ジャワで発行されていた新聞

や雑誌が「隣保組織整備要綱」の全文を掲載し

て，隣組制度の導入を詳細に報じた［Asia Raya 

1944/1/12; Tjahaja 1944/1/12; Sinar Baru 1944/ 

1/13; Soeara Asia 1944/1/13; 『ジャワ・バル』1944/ 

2/1］（注30）。

これらの媒体では，「隣保組織整備要綱」の

「目的」第３項にある「ジャワ古来ノ隣保相扶

ノ精神（ゴットン・ロヨン）ニ基キ」という表

記にしたがって，隣組制度がジャワにおけるゴ

トン・ロヨンを基礎として導入されたことが強

調されている。それらのなかでも，軍政当局に

よる「ゴトン・ロヨンの制度化」の意図がもっ

とも強く読みとれるのが，「隣保組織整備要綱」

の「目的」第３項を敷衍したと思われる『ジャ

ワ・バル』誌（注31）の以下の記述である（注32）。

ジャワでも昔から「ゴットン・ロヨン」と

いう美しい慣習があつて，家を建てたり結婚

したりその他色々な場合にカンポンの人々が

援け合ふということが行われてゐるが，これ

は正しく隣保相扶の精神である。唯然しこの

ゴットン・ロヨンは和蘭政府時代の圧迫によ

って何等組織的なものを與へられず，且又國

の行政に役立つといふが如きことは全然なか

つたのである。又，都會地ではこの精神は

段々無くなつてしまつたのである。今回の隣

保組織整備要綱の目的とする所はこの昔なが

らのゴットン・ロヨンに新しい力強い組織を

與へ，住民協同精神の昂揚を計ると共に行政

の下部組織として軍政の浸透，防衛の強化，

民生の安定等に充分活動出来る様な組織たら

しめようとするに在るのである（下線は筆

者）［『ジャワ・バル』1944/2/1］。

この『ジャワ・バル』誌の記述のうち，とく

に下線部分は，軍政当局の「ゴトン・ロヨンの

制度化」の意図を如実にあらわしている。そし

て，上述の記述からは「ゴトン・ロヨンの制度

化」にいたる軍政当局の認識が，次の順で構築

されていった経緯がみてとれる。すなわち，

（1）ジャワには相互扶助を表象するゴトン・ロ

ヨンという慣習がある。（2）しかし，ゴトン・

ロヨンはオランダ統治時代には，組織化や制度

化がなされていなかった。また，都市において

はゴトン・ロヨンの精神は希薄になっていた。

（3）隣組制度の導入によって「住民協同精神の

昂揚」と「軍政の浸透，防衛の強化，民生の安

定」という２つの目的が達成できる，というも

のである。

ここで，重要な点は，軍政当局が隣組制度の

導入によって「住民協同精神の昂揚」と「軍政

の浸透，防衛の強化，民生の安定」という本来

は反対の位相にあると判断できる機能を同時に

付与しようとしていることである。したがって，

換言すれば軍政当局の「ゴトン・ロヨンの制度

化」の意図とは，「伝統」を存立させている了

解性と権力性に相当する「住民協同精神の昂

揚」と「軍政の浸透，防衛の強化，民生の安

定」という互いに相反する機能を同時にもたら

す試みといえる。軍政当局によって実際に隣組

制度の機能として規定されたものは，①郷土防

衛，②命令伝達，③増産供出・配給・消費規正，

④軍事援護・軍事奉仕，⑤住民間の相互援助で

あった［『治官報』第14号，31；『ジャワ・バル』 

1944/2/1；ジャワ新聞社　1944, 50］。このうち，
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①～④は「軍政の浸透，防衛の強化，民生の安

定」という権力性を，⑤は「住民協同精神の昂

揚」という了解性を担う機能と位置づけること

ができよう。

日本軍政当局が隣組組織に付与した「軍政の

浸透，防衛の強化，民生の安定」と「住民協同

精神の昂揚」という２つの大きな機能は，「隣

保組織整備要綱」発令後も重視されたと判断で

きる。このことを傍証するのが，1944年11月３

日の明治節を祝賀する記念行事の一環として実

施された模範的な隣組・字常会に対する顕彰の

評価基準である。明治節を約２カ月後前に控え

た同年の９月11日に「貢献のあった隣組・字常

会の表彰に関する政府発表」（注33）（以下，「政府発

表」）として公示された顕彰対象の隣組・字常

会の評価基準は以下の５点であった。

①防空，防火，防諜など郷土防衛に大きな

貢献のあるもの。

②軍政の住民に対する布告，発表，指令を

告知する際に，日本軍政の意図を理解さ

せることに大きな貢献のあるもの。

③農産物やそのほかの生産物の増産や供出，

物品の分配や消費規正，労働力の徴用な

ど可能な限り日本軍政を助け，推進した

大きな貢献のあるもの。

④住民奉仕の実践的な機能をはたす末端組

織として，軍事援護などの義務をはたし

た大きな貢献のあるもの。

⑤社会の繁栄のために，活発に働き，お互

いに助け合うように全住民のなかに住民

親和の感情を増大させた大きな貢献のあ

るもの［Kan Po No. 52, 28］。

　

「政府発表」で示された５点の評価基準を一

瞥してみると，①～④は先述した「軍政の浸透，

防衛の強化，民生の安定」としてあげた４点に，

また⑤は同じく「住民協同精神の昂揚」にほぼ

完全に合致していることがわかる。したがって，

軍政当局が付与した「軍政の浸透，防衛の強化，

民生の安定」と「住民協同精神の昂揚」という

機能は，隣組制度の導入時におけるたんなる法

令上の規定としてだけではなく，導入後も軍政

当局が隣組制度に一貫して求め続けた機能でも

あったといえる。

つまり，日本軍政は，隣組制度を「軍政の浸

透，防衛の強化，民生の安定」という動員や統

制の手段とする権力性だけでなく，そこに「住

民協同精神の昂揚」という住民間の互酬性を喚

起させ（注34），了解性を担保することできわめて

精妙に隣組制度の浸透をはかったのである。

上述の『ジャワ・バル』誌の記述にみられる

隣組制度の導入による「ゴトン・ロヨンの制度

化」にいたる軍政当局の認識は，当時の軍政監

部総務部長で，後に軍政監を務めた山本茂一郎

の回想のなかにもはっきりと確認できる（注35）。

蘭印政治のもつ愚民政策に基く制度上の欠

陥の一として，中央政府の意図は大体県長止

りであって，それ以下に徹底実行されること

には大なる考慮をしてなかった。即ち大衆が

いかにあるかは為政者の大なる関心事ではな

かったのである。このことから生ずる欠陥も

インドネシア民族社会が古来から持つゴット

ン・ロヨン（相互扶助）の精神に捕われて大

過なきを得た。

然るに日本軍が，直接大衆そのものを対
マ

照
マ

として軍政を進める方針をとる以上，この欠
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陥を除去し，ゴットン・ロヨンの精神を護持

拡大して新たな組織を作る必要を感じた。特

に戦況の緊迫化に伴う郷土防衛・経済統制等

の実践単位として地方行政の下部組織を強化

するため隣組制度を創設することにした［山

本 1978, 101］。

『ジャワ・バル』誌の記述と山本のゴトン・

ロヨンをめぐる回想からは，オランダ統治時代

には中央政府から組織化や制度化のための精神

的基盤としてほとんど着目されていなかったゴ

トン・ロヨンという精神をジャワの「伝統」と

とらえ，日本軍政の施策浸透のために制度化や

組織化をはかろうという共通の視点を見いだす

ことができる。このようなまなざしのなかで，

日本占領期における「伝統の制度化」，すなわ

ち「ゴトン・ロヨンの制度化」は実施されたの

である。

２．ゴトン・ロヨンの鼓吹

隣組制度の導入以降，ゴトン・ロヨンは隣組

制度の普及や宣伝政策のなかでジャワやインド

ネシアの「伝統」としてさかんに鼓吹されるこ

とになる。そして，隣組制度の普及や宣伝にあ

たっては，映画，紙芝居，歌などさまざまな宣

伝メディアが動員された［倉沢 1992, 251］。

たとえば，日本映画社が製作した映画「隣

組」の内容は，隣組の意義，常会の光景，宮城

遥拝や最敬礼などの国民儀礼，防空壕の作り方，

椰子の配給などが描かれている［『ジャワ・バ

ル』1944/5/1］（注36）。日本でも歌われた「隣組の

歌」も，日本語だけでなく［『ジャワ・バル』

1945/3/1］，インドネシア語にも翻訳されて紹

介された［『ジャワ・バル』1944/4/15］。このう

ち，インドネシア語の翻訳にあたっては，１番

の「格子をあければ顔なじみ」という日本語の

歌詞は，「私たちの近隣もゴトン・ロヨンの住

民」（注37）と意訳された［『ジャワ・バル』1944/ 

4/15］。さらに，マランでは模範的な隣組の活

動を描いた演劇も公開された［ジャワ新聞社 

1944, 236］。

これらの宣伝メディアでは，「隣保組織整備

要綱」の発表時と同じように，隣組がジャワの

「伝統」であるゴトン・ロヨンを基礎としてい

ることが強調されている。では，日本軍政は，

ゴトン・ロヨンを一般の住民たちに具体的にど

のように伝えようとしていたのだろうか。ここ

では，ジャワ・バル誌に再録されて紹介された

ジャワ軍政監部宣伝部製作の紙芝居「隣組」に

焦点をあてて考察してみよう。紙芝居「隣組」

では，ジャワ・バル誌では「調和は平穏をもた

らす」（注38）というタイトルが新たに冠され，仮

称ゴトン・ロヨン通り（Gang Gotong-Rojong）

に住む住民たちの日常生活や冠婚葬祭時の近隣

者のあり方などが描かれている。

紙芝居「隣組」では，まず冒頭で，日本占領

期以降のインドネシアの住民生活がゴトン・ロ

ヨン精神にもとづくジャワ本来の社会生活に回

帰したことが述べられている。そして，このジ

ャワ本来の社会生活に回帰し，ゴトン・ロヨン

を実践しているひとつの例として，ゴトン・ロ

ヨン通りに住む住民たちの隣組生活が描かれる

というストーリー展開になっている。

紙芝居「隣組」は図１のように①～⑧の８枚

の絵から構成され，①では隣組導入前後のゴト

ン・ロヨン通りの住民生活が解説され，②～⑧

までの７枚ではそれぞれ隣組の活動内容などが

平明に描かれている。この紙芝居のなかで重要

と思われるのは，①の冒頭で，住民間の利害の
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図１　紙芝居「隣組」

（出所）『ジャワ・バル』1944年３月１日号　32ページより転載
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対立から当初は従来のゴトン・ロヨンの精神が

省みられなくなったとしている点である。

しかし，①では上述のようなゴトン・ロヨン

の精神が希薄になった地域社会の姿を冒頭で描

いたあとで，ゴトン・ロヨン通りの住民たちが，

隣組制度の導入を契機としてはじめてゴトン・

ロヨンを基礎とする社会生活を学ぶようになり，

その結果，住民たちは自覚してゴトン・ロヨン

を実践するようになるという展開になっている。

そして，具体的なゴトン・ロヨンの実践の内容

が，②～⑧で具体的な隣組の活動として説明さ

れるのである。

つまり，この紙芝居では，日本占領期に導入

された隣組制度によって，ジャワ古来の「伝

統」であるゴトン・ロヨンを基礎とする近隣社

会が復活したことが描かれていることがわかる。

また，紙芝居の①にみられる住民間の利害の対

立を超越して，ジャワの本源的なゴトン・ロヨ

ンという「伝統」を基礎とする社会に回帰する

という描写は，軍政当局がみずからの軍政を正

当化するために，さかんに教示した内容でもあ

った。そして，この「伝統」への回帰のために

克服すべきものとして，西欧の個人主義や自由

主義の撲滅が叫ばれたのである。たとえば，軍

政当局の宣撫工作の中心者だった軍政監部宣伝

部の清水斉は，以下のように述べている（注39）。

西欧的理論の展開されざる以前のデツサ精

神，即ちゴツトンロヨンの精神を正しく導き，

発展せしむる事に依つて，インドネシア精神

の基本を培養し大東亜精神を把握せしめるの

である［清水 1944, 29］。

しかし，清水の見解にみられるような個人主

義や自由主義への攻撃は，必ずしも，日本軍政

だけが行ったものではなかった。たとえば，高

名な民族主義者のデワントロ（注40）は，1943年１

月に開催された第５回旧慣制度調査委員会で以

下のように述べている。

唯物主義，唯知主義ノ風潮ノ他，西欧式教

育制度ハ更ニ個人主義トイフ疾病ヲ発生シ，

東印度社会ノ美風デアル，慎マシク平和ナ生

活ノ基礎デアル家族主義，相互扶助ノ風習ヲ

廃ラセルニ至ツタノデアリマス。

個人主義風潮ノ胚胎ハ更ニ西欧民主々義思

想ノ彌漫トナリ，當領民族ノ強調ト団結ヲ破

壊シタノデアリマス［戸田 1995a, 第５回， 3］。

民族教育運動の指導者でもあったデワントロ

は，まず，西欧の教育制度が醸成した個人主義

を疾病と非難し，個人主義がインドネシアの美

風，つまり「伝統」である家族主義やゴトン・

ロヨンの慣習を廃れさせたと述べている。そし

て，個人主義の浸透が西欧型の民主主義を瀰
び

漫
まん

させたと断じている。

土屋健治が指摘しているように，デワントロ

はみずからが指導にあたる私立のタマン・シス

ワ学校が，西欧的教育の欠陥を克服する教育機

関であることを主張していた［土屋 1982, 246- 

247］。したがって，上述の個人主義への論難は

インドネシア独自の教育を志向するデワントロ

にとってはむしろ当然であった。

紙芝居「隣組」にみる一般住民への隣組制度

の普及政策の意図は，ジャワ古来の「伝統」で

あるゴトン・ロヨンを基礎とする近隣社会を復

活させることにあった。なぜなら，ゴトン・ロ

ヨンを基礎とする近隣社会こそ，日本軍政が志
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向する統制と動員を基礎とする総力戦下の社会

体制ときわめて親和性をもつからである。それ

ゆえ，このゴトン・ロヨンを基礎とする近隣社

会という理想像を否定するものとして，西欧の

個人主義や自由主義が対置されるかたちで排撃

されたのである。 

軍政当局はデワントロを「教育界の大御所」

［『ジャワ・バル』1943/2/15］と位置づけ，民族

教育の分野でもっとも高名な指導者と認めてい

た。したがって，隣組制度の導入によって住民

間の利害対立が克服され，住民がジャワの「伝

統」であるゴトン・ロヨンを基盤とする社会に

回帰するという紙芝居で描写されているストー

リーが，けっして軍政当局の独断的で一方的な

思想を背景にしているものではないことがわか

る。

いうまでもなく，両者が個人主義や自由主義

を攻撃した文脈や背景は大きく異なっていた。

しかし，南方戦線の兵站基地の維持を最大の目

的とするジャワの日本軍政の志向する社会体制

に適合的な精神性と，ジャワでもっとも高名な

教育運動の指導者の思想とは，個人主義や自由

主義への攻撃という点では共鳴さえしていたの

である。この点からも，日本軍政当局が鼓吹し

た「伝統」は，既述のように日本軍政による動

員や統制の手段としての権力性だけでなく，住

民相互の互酬性を喚起して了解性を担保すると

いう精妙な機制によってささえられていたこと

がみてとれよう。 

山本茂一郎によれば，軍政当局による当初の

予想では，隣組制度の浸透には相当の年月を要

すると判断していた［山本 1978, 101］。しかし，

日本軍政による「ゴトン・ロヨンの制度化」と

いう手練によって，1944年４月末には全ジャワ

の隣組数は約50万に達することになった［Asia 

Raya 1944/6/20；倉沢 1992，245］。これを，当

時のジャワの全戸数で換算すると約17戸から18

戸で隣組が１つ設置されたことになる。この数

字は「隣保組織整備要綱」の「区内ノ全戸ヲ分

チ概ネ10戸乃至20戸ノ戸数ヨリ成ル隣組ヲ組織

スルコト」［『治官報』第14号，31］という意図

からみても隣組制度は確実に当時のジャワ社会

に浸透していったとみることができる。また，

字常会の数も約６万5000を数え，区（デサ）の

数で換算すると，各区（デサ）（注41）内には３から

５の字常会がつくられたことになり，ひとつの

部落にひとつの字常会を設置するとした目標も

ほぼ達成したと判断できる（注42）。

こうして，「ゴトン・ロヨンの制度化」を具

現化した隣組制度は，導入からわずか1年半あ

まりでジャワの社会に深く浸透した制度となっ

ていったのである（注43）。

結　語

本論では，日本占領期のジャワにおける「伝

統の制度化」，すなわち「ゴトン・ロヨンの制

度化」を，隣組組織の導入に焦点をあてて論じ

てきた。

共同体における相互扶助を表象するゴトン・

ロヨンという「伝統」は，人びとが抗うことを

ためらう価値了解的な側面をもっている。この

ため，ゴトン・ロヨンは人びとに共同体への関

与を自発的に求める力をうみだす。これは，第

Ⅰ節で述べたように，ゴトン・ロヨンという

「伝統」の主題やストーリーが，書き手の志向

する権力性だけでなく，受け手の了解性をも確

保するからである。ゆえに，ゴトン・ロヨンと
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いう「伝統」は，国家や権力に適合的な権力性

を強く刻印しながらも，人びとの地域社会とい

う共同体への自己投入の形態をとった道徳的な

了解性と並置されることによって，その権力性

は不可視化される。このゴトン・ロヨンという

「伝統」の精妙な機制は，日本の占領統治下の

ジャワにおける隣組制度の導入によって十全に

はたらいたといえる。

小座野は「隣組組織は，その単位である字が，

古い自然村の残骸として村落内に残っていた集

落と一致する場合が多かった。これは，換言す

れば，旧自然村に法的位置づけを与えたものと

いうことができ，オランダ統治期には全く例を

みないものであった」［小座野 1997a, 15］と述べ

ている。この小座野の指摘は，隣組制度が日本

軍政の施策のなかでもっともジャワの社会に浸

透した理由を考察するうえではとくに示唆に富

む。この小座野の指摘を本論に引き寄せていえ

ば，日本軍政による隣組制度の導入は，「古い自

然村の残骸としての村落内集落」という自治性

と共同性の場に法的な位置づけを与え，これを

「伝統」の問いかけによって再編するこころみ

であったとみることができる。そして，この村

落内集落の再編は，占領統治の総動員体制下の

社会状況のなかで，日本軍政によるゴトン・ロ

ヨンという「伝統」の制度化によってジャワで

一律に実施された（注44）。この意味で，たしかに，

ジャワにおける隣組制度は，ベンダが評してい

るように「インドネシアの村落社会に浸透し，

戦争遂行のために農民たちを動員したもっとも

野心的なこころみ」［Benda 1958, 154］であった。 

本論でみてきた日本占領期ジャワにおける

「ゴトン・ロヨンの制度化」という歴史的営為

は，スカルノ時代には住民組織RT/RK（Rukun 

Tetangga/Rukun Kampung）の整備［小林 2004a］

として，そして，スハルト新秩序体制において

は同じく住民組織 RT/RW（Rukun Tetangga/

Rukun Warga）の導入［小林 2004b; 2006b］とし

てくりかえされることになる。

したがって，ホブズボウムのいう「共同体主

義的な伝統」の制度化のひとつのかたちは，イ

ンドネシア現代史の画期において，住民組織の

導入や整備によってなされてきたといえる。そ

のなかでも，本論でとりあげた日本占領期のジ

ャワにおける隣組制度の導入は，インドネシア

現代史におけるゴトン・ロヨンという「共同体

主義的な伝統」の制度化の嚆矢として定位する

ことができよう。

今後の課題のひとつとしてあげられるのは，

インドネシアのナショナリストたちが，日本占

領期にさかんに鼓吹されたゴトン・ロヨンとい

う「伝統」を，どのように解釈し再発見してい

ったのかという問題である。とくに，スカルノ

が著名な演説「パンチャシラの誕生」のなかで

５原則を縮約するものとして提示したゴトン・

ロヨンの概念化に，日本軍政によるゴトン・ロ

ヨン言説の鼓吹，または，本論でいう「ゴト

ン・ロヨンの制度化」がいかなる影響を与えた

のかという問いへの応答は，きわめて重要なも

のとなろう。

土屋は，スカルノがゴトン・ロヨンの概念化

を完成させる最終的な歴史的契機を，日本軍政

によってはじめて大量に組織化され軍事訓練を

施されていくマルハエンたちとスカルノとの日

常的な接触にみている「土屋 1971，579」。別論

では，この土屋の洞察を導きの糸として，上述

の課題への接近をこころみてみたい。
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（注１）ホブズボウムは「創りだされた伝統」を

「ひとつには，実際に創り出され，構築され，形式的

に制度化された『伝統』であり，さらには，容易には

辿ることはできないが，日付を特定できるほど短期間

──おそらく数年間──に生まれ，急速に確立された

『伝統』」［Hobsbawm 1983（1992），10］と定義して

いる。本論では「伝統」を，後者の「容易には辿るこ

とはできないが，日付を特定できるほど短期間──お

そらく数年間──に生まれ，急速に確立された『伝

統』」の意味で用いる。

（注２）筆者は，ジャワで隣組制度が導入される以

前の『創られた伝統』の萌芽と制度化のかたちについ

ても考察している［小林 2006a］。なお，ジャワの隣

組制度を論じるうえでは，事実上の上部組織であった

ジャワ奉公会との関係が検討されなければならない。

両者の関係については，別論を期したい。

（注３）関本は現代インドネシアにおけるゴトン・

ロヨンを「長期的な互酬性を予期して自発的に行われ

るあらゆる金品・労働の供与」［関本 1990，173］と

定義している。 

（注４）クリッブとケーヒンは，日本占領期に軍政

当局がゴトン・ロヨンを鼓吹した史実を指摘している

［Cribb and Kahin 2004, 162-163］が，詳細な言及はな

い。

（注５）これらの研究のなかでは，ジャワの隣組・

字常会の全体的な機能については倉沢がもっとも包括

的な研究を残している［倉沢 1992, 242-253］。また，

倉沢ほど包括的ではないが，おもにジャワの村落内行

政や村落首長と隣組組織との関係に焦点をあてた小座

野八光の一連の研究［小座野 1997a; 1997b; 2001］や，

東部ジャワの都市スラバヤの隣組と既存の青年互助組

織シノマン（sinoman）との関係性を指摘したフレデ

リックの研究［Frederick 1989, 115］も示唆に富む。

（注６）本論のうち，日本の軍政当局のゴトン・ロ

ヨンについての認識の全体的状況については，桾沢の

研究［桾沢 2004, 6-9］に示唆を受けている。本論は

桾沢の研究をさらに深化させたものと位置づけたい。

（注７）鹿島徹は伝統を“trado”（手渡す・委託す

る）という語源に遡って伝承作用（Uberlieferung）

として動詞的に理解する必要性を論じている［鹿島 

2003，19］。

（注８）関本は，現代のジャワ社会におけるゴト

ン・ロヨンが，個人の発意ではなく他人からの協力を

前提にした互酬の関係によって成り立っていることを

報告している［染谷 1993，342, 344］。

（注９）桾沢は，ジャワ語・オランダ辞典（1901年

発行），マレー語英語辞典（1903年発行），マレー語英

語辞典（1932年発行），ジャワ語オランダ語辞典（1938

年発行），ジャワ語辞典（1939年発行）に収録された

ものを比較検討している［桾沢 2004, 6］。

（注10）オコンナーは，この事例としてゴトン・ロ

ヨンをあげている［O'Connor 1983, 86］

（注11）南方軍政の首脳は，各軍の軍司令官，軍政

部長（軍政監），軍政部総務部長（軍政監部総務部

長）からなる。軍司令官は最高責任者であり，これを

軍政部総務部長（軍政監部総務部長）が補佐した。職

位上は，軍政部長（軍政監）が軍司令官の最高補佐者

であるが，軍政業務全般にわたる実務は軍政部総務部

長（軍政監部総務部長）が担い，みずからは大綱を把

握し作戦や後方業務との調整を行っていた［岩武 1989，

250］。

（注12）1920（大正９）年に東京外国語学校マライ

語科卒業。以降，1946年まで外務省に勤務。その間，

オランダ在勤４年６カ月を除き大部分をインドネシア

（スラバヤ領事館とバタビア総領事館）にて勤務する。

1942年に領事として軍政部（のちに軍政監部と改称）

に勤務。1946年に復員後，総領事として退官。

（注13）軍政監部の本部が置かれたジャカルタ特別

市には，軍政監が任命する特別市長（Tokubetu Si-

tyoo）と何人かの助役（Zyoyaku）によって市政が行

われた。また，機密事項や文書の統括を担当する市長

官房（Sityookanbo）と庶務局・経済局・教育局・厚

生局・公務局の５つの部局が置かれ，行政区としては

７つの市区（Siku）からなっていた。この市区には，

市区役所（Sikuyakusyo）が置かれ，その下部には区

があった。市区長は，様々な指令や伝達を市区内の区

長に行った（The 1958，102）。そして，これらの行

政機構のほかに，警察署（Keisatusyo）や地方検察局

（Tihookensatukyoku）も設置された［The 1958，103］。

（注14）1943年11月10日には，ジャカルタ州とボジ
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ョネゴロ州の長官にインドネシア人が登用されている

［『朝日新聞』 1943/11/11］。

（注15）1943年11月10日に，ジャカルタ州長官とし

てスタルジョ（Soetardjo）が任命されている［『ジャ

ワ・バル』 1943/12/1］。

（注16）田村三郎が日本語に翻訳したものでは３万

4000人となっている［田村訳 1970，32］。

（注17）たとえば，ジャカルタ特別市では防衛の強

化と軍政施策の浸透徹底のために，1943年12月１日に

これまでの３市区が７市区に改められ，これと呼応す

るかたちで隣組と字常会の導入が期されている［ジャ

ワ新聞社 1944，183］。

（注18）バンドゥンは当時の行政区画ではプリアン

ガン州に入っていた。

（注19）バンドンの隣組については，1943年３月９

日の結成から時を隔てず開催された第11回旧慣制度調

査委員会（1943年３月25日開催）でもハッタが以下の

ように発言している。「先ブ（ママ），各村各區ニ亘リ

マシテ家族主義的フ（ママ）家庭ト家庭ノ連繋ヲ（隣

組）作リマス。三十軒乃至四十軒ノ家庭ヲ一單位トシ

テ友愛的ニ結ビ付ケ，一人ノ組長ヲ選出シマス，コ

ノ四十軒ノ家庭ヲ教育シテ貧シイ，困ッテ居ル家族ニ

ハ，相互ニ扶ケ合ッテ援助ヲ與ヘル様ニシマス。假リ

ニ四百人ノ住民ヰル區ガアルトシマスト，十人ノ組長

ガ存在スル訳デアリマス，バンドン縣ノバイトルマル

デハ，コノ組長ノ事ヲロツイストヨビマス。御飯ヲ炊

ク事ノ出來ル家庭カラハ毎日，スプーン一パイニ食物

ヲ，貧シイ人，不自由ナ人ノタメニ施シテ貰フノデア

リマス。是ヲプレレツク米或イハ，ジュムプツトン米

ト申シマス。コノプレレツク米ヲ毎日，組長（ロツイ

ス）ニ集メテ貰ヒ，各區叉は各村毎ニ一ニ集メルノデ

アリマス」（下線は筆者）［戸田 1995b（第11回），26］。

このハッタの発言からも，「相互ニ扶ケアツテ援助ヲ

與エル」というゴトン・ロヨンを意味すると思われる

表現が確認できる。 

（注20）都市における近隣社会の人間関係が日本占

領期にすでに希薄であったことは，第４回旧慣制度調

査委員会のハッタ［戸田 1995a（第４回）， 6］とスポ

モ［戸田 1995a（第４回）， 16-17］の発言からもうか

がえる。また，『パンジー・プスタカ』誌にも，都市

では個人主義が浸透しているために近隣社会の人間関

係は希薄であり，組織や規則の導入によってのみゴト

ン・ロヨンが復活するという趣旨の論説記事が掲載さ

れている［Pandji Poestaka 1944/6/1］。

（注21）同年同日にはクドゥ州で隣組が発足した

［『ジャワ新聞』 1943/11/21］。また，同年12月４日に

はマラン州でも隣保組織の結成がすでにみられた［『ジ

ャワ新聞』1943/12/5］。

（注22）ペカロンガン州では1943年12月に隣組制度

をすでに導入していたことから，早くも1944年２月ま

でには全地区で字常会5092，隣組2万9919の結成を完

了した［ジャワ新聞社 1944，194］。

（注23）ジャワで一律に隣組制度を導入した「隣保

組織整備要綱」の第５条「類似組織トノ関係」（1）に

は，「既に隣保組織設置を見たる場合と雖も其の区域

構成等不適当なるときは所定の方針に従ひ再編成を為

すこと」という文言がある。これは，ジャワで一律に

隣組制度を導入する以前に上述のように隣組が試験的

に，あるいは一部の地方では正式に設置されていたこ

とを改めて示すものといえる。

（注24）中央参議院の議員数は，最高指揮官の任命

23名，州参議会または特別市参議会からの選出18名，

ジョグジャ侯とソロ侯から推薦２名の合計43名であっ

た［『治官報』第10号 , 9］。

（注25）「部落共済会の如き團体」とは Kan Poでは 

“perkoempoelan- perkoempoelan seroepa roekoen 

kampong, roekoen desa dan sebagainja”と訳出され

ている［Kan Po  No.30, 9］。

（注26）第Ⅲ部会の答申にある「相互扶助精神」と

いう表現は Kan Poでは“semangat tolong-menolong”

と訳出されている［Kan Po No. 30，9］。つまり，第

Ⅲ部会は隣保組織の導入を答申するにあたっては，

“gotong royong”ということばを用いていない。

　一方，「防衛援護強化組織設立」の答申を行なっ

た第Ⅰ部会では，その運営のための資金を隣組やデサ

による基金や，貧困者を除く全民衆の「相互扶助」に

よって徴収されるとした［ジャワ新聞社 1944，32］。

そして，「相互扶助」はここでは“gotong-rojong”が用

いられている［Kan Po No. 30，8］。

（注27）「隣保組織整備要綱」全９条の内容を要約し
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たものが「隣組制度組織要領」（傍点は筆者）として

『ジャワ年鑑』の50ページに紹介されている［ジャワ

新聞社 1944, 50］。

（注28）インドネシア語原文は“Poengoemoeman 

Gunseikanbu Tentang Hal Menjempoernakan Soe-

soenan Roekoen Tetangga”である。

（注29）インドネシア語原文は“Azas-azas oeontoek 

Menjempoernakan Soesoenan Roekoen Tetangga”

である。

（注30）ジャワにおける隣組制度の導入は，当時の

日本でも報じられている。たとえば，『朝日新聞』は

「ジャワ戡定２周年──防衛体制，逞しく成長・隣組制

度で軍政も浸透──」と題する以下の記事を掲載して

いる。「軍政対策の遂行を期するために軍政当局では特

に隣組制度をとり末端行政機構として軍政の浸透，透

徹をはかるとともに地方民の側でもこれと協力し強力

な実践運動を展開している」［『朝日新聞』1944/3/7］。

（注31）『ジャワ・バル』誌は『ジャワ年鑑』を出版

したジャワ新聞社から発行されたグラビア誌である。

倉沢の解題によれば，同誌の特徴は日本占領期に発行

された雑誌のなかで唯一，日本語とインドネシア語が

併記されていることと，扱っている記事の幅広さと大

衆性にある［倉沢 1992, 12］。

（注32）桾沢も同じ引用部分を軍政当局が用いたゴ

トン・ロヨンの概念の一例として提示している［桾沢 

2004, 7］。

（注33）インドネシア語原文は“Berita Pemerintah 

tentang Menghargai Tonarigumi dan Azazyookai 

jang Berdjasa”である。

（注34）文学者のタクディル・アリシャバナは，日

本占領期を舞台にした思想小説『敗北と勝利』（Kalah 

dan Menang，邦訳は『戦争と愛』）のなかで，隣組

制度の導入によって住民のあいだに互酬性が喚起され

る側面を以下のように描いている。「隣組の組織にも，

よいところがあるのでないでしょうか。このシンダン

ラヤ通りに住む私たちが，より密に一体となって協力

し，お互いに責任を担うことになります。考えてみて

ください。現在の不確定な情勢や，戦争の危機がこの

地域にふたたび迫ってきています。シンダンラヤ通り

に住む家族たちを連帯させるひとつの組織があれば，

多くの効果があると思います。現在は，協力するどこ

ろかお互いの顔さえ知りません」［Alisjahbana 1978, 

213］。

（注35）山本のほかに，ジャワ軍政監部政務班長の

斉藤鎮男も，隣組制度はジャワ古来の隣保扶助のゴト

ン・ロヨン制度にもとづいて結成された［斉藤 1977, 

135］と回想している。

（注36）日本映画社はこのほかにも1944年に映画

「隣組トンガン」（Tonari Gumi, Tongan）を製作して

いる［山形国際ドキュメンタリー映画祭実行委員会 

1997, 123］。

（注37）インドネシア語原文は“Tetangga kami djo-

ega warga gotong rojong”である。

（注38）インドネシア語原文は“Roekoen Mendjadi-

kan Sentosa”である。

（注39）「伝統」への回帰について，山本茂一郎は以

下のように述べている。「共栄圏の思想を真に理解す

るには，所謂西欧的なる権利義務の思想を排除し，東

洋的人物の思考に入らなければならぬ。しかも現在の

状況は，この点について深い認識がまだ不十分で，極

めて浅薄なる物の考え方をして居る。その意味におい

て私は現地住民諸君に「インドネシア本然の姿に還

れ」といふことを言っている。私の言ふ「インドネシ

ア本然の姿に還れ」とは，インドネシアがオランダの

圧制を受ける前の姿に還れといふ意味には違ひないが，

決して復古主義を唱えているのではない。私の言はん

とする所は，東洋的なる人物の物の考へ方，この本然

の姿に還れといふことであって，今から400年前の昔

への復古を言うているのではなく，物の考へ方を要求

しているのである。喪はれた東洋人として，ジャワの

伝統及び東洋人の血を再発見すべきことを望むのであ

る」（下線は筆者）［山本 1978, 8-9］。

（注40）デワントロは，スカルノ，ハッタ，マンス

ールらとともに日本占領期に四つ葉のクローバー［四

身一体］とよばれ，日本軍政に協力した民族指導者の

なかでも中核の地位を占めていた。このことは，デワ

ントロが，軍政当局から旧慣制度調査委員会委員，中

央参議院副議長，ジャワ奉公会総務に任命されていた

ことからもわかる。

（注41）倉沢によれば，各デサ（区）には通常３か
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ら６の部落（ドゥクー）があった［倉沢 1992, 246］。

（注42）オランダ人をはじめとする外国人の収容所

でも，隣組・字常会が設置されていたことがうかがえ

る［Dyke 1996, 16］。

（注43）陸軍第16軍が統括していたジャワ以外でも

隣組制度の導入が検討されていた経緯がみとめられる。

たとえば陸軍第25軍が統括したスマトラのアチェでは，

日本敗戦まじかの1945年８月１日から，「アチェ州告

示第12号」によって全州での隣組制度の導入が期され

ていた［Atjeh Shimbun 1945/7/12］。時期について

は不明だが，アチェでは，「アチェ州告示第12号」が

だされる以前にも，都市部などですでに隣組制度が導

入されていたことがうかがえる［Atjeh Shimbun 1945/ 

7/12］。また，ジャワと同じように，アチェでもゴト

ン・ロヨンがたびたび鼓吹されていた［Atjeh Shim-

bun 1944/6/7; 1944/8/5; 1944/10/19; 1945/4/19］。

（注44）日本占領期に高島屋飯田の社員としてジャ

ワに駐在していた三枝久徳は，倉沢愛子に対して以下

のように証言している。

「倉沢　もしご記憶があったらお答え願いたいんです

が，隣組制度についてどうでしょう。

三枝　ゴットン・ロヨンですね。クディリの町では，

やっていたようですね。［中略］

倉沢　「隣組」という言葉を使わずに，インドネシア

語で「ゴットン・ロヨン」という呼び名を使っ

ていたのですか。

三枝　そういうことを聞いていました。日本の隣組と

同じだなとは思いました」［倉沢 1980，

125-126］。

隣組制度とゴトン・ロヨンを同一視する上記の三枝

の証言は，日本軍政当局が隣組制度の導入や推進にあ

たってゴトン・ロヨンをさかんに鼓吹していた史実を

如実に物語っていよう。
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